
Ⅲ 食物アレルギーを有する児童生徒への対応 

食物アレルギーの定義は、一般的に特定の食物を摂取することによって、皮膚・呼吸器・ 
消化器あるいは全身性に生じるアレルギー反応のことをいいます。環境や生活習慣、食生活
の変化に伴い、食物アレルギーを有する児童生徒の割合は増加傾向にあり、原因食物も多岐
にわたっています。症状は、じんましんからアナフィラキシーショックのような命にかかわ
る重い症状までさまざまです。 
 学校給食は、食に関する指導の中心的役割を担うものであり、このことは食物アレルギー
を有する児童生徒にとっても変わりはありませんので、食物アレルギーを有する児童生徒が
他の児童生徒と同じように学校給食を楽しめることを目指すことは大切です。 
 学校給食が原因となるアレルギー症状を発症させないために、学校と家庭、医療機関が連
携を図り、体制を整えて組織として対応することが大切です。 

 
   １ 対応の具体的な流れ 

 
アレルギー調査の実施にあたっては、保護者に調査の主旨の理解
を得て全校児童生徒に実施します。 

      
  

学校給食での対応食希望の申し出があった場合、医師の診断書ま
たは、医師の指示書等を確認し、検討委員会を立ち上げます。 

          

              医師の診断書等を基に、学校医等専門家の助言を受けながら校長、
担任、養護教諭、栄養教諭等と保護者・児童生徒と面談し対応の
程度、保護者の協力等確認します。 
〈協議内容〉 
・学校給食についての説明 
・児童生徒の健康上の様子 
・家庭での食事について 

 
面談後、調理場の実情に応じ、さまざまなことを考慮してどのよ
うな対応ができるか検討する。  
〈対応の種類〉 
・除去食・・・通常の献立からアレルゲンとなる食品を除いた

食事 
・代替食・・・外観や栄養面に配慮し、アレルゲンとなる食品

を除き別の食品を加えたり、調理法を工夫した
食事 

・弁当対応・・調理場での対応が困難な場合、安全面を考慮し
て家庭からの弁当持参（一部含む）で対応する
もの 
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                校内検討委員会で、医師の診断書等、調理場の状況、学校内での 
緊急時の対応等考慮し、学校長の判断で実施の有無を決定します。 
〈検討内容〉 
・保護者との連絡体制 
・対応食の取扱について 
・緊急事態発生時の対応について 

 
 

検討委員会での決定内容を保護者に知らせる。具体的な対応につ
いて協議し共通理解を図ります。 
〈共通理解を図る内容〉 
・保護者の協力について 
・通常の連絡体制及び緊急時の連絡方法について 
・校内での対応について 

 
緊急事態が発生した時など、職員全員が対応できるように、対象
の児童生徒について共通理解を図ります。 

 
 

児童生徒の対応について、調理過程や配送の方法なども併せて共
通理解を図っておく。 

 
 

栄養教諭等は保護者と具体的な献立内容での対応について協議
する。協議した内容は、養護教諭及び担任等にも知らせ共通理解
を図ります。 
対応内容については、保護者同意書などを用いて確認をとること
が望ましいです。 

 
２ 実施の際の留意事項 

保護者との連携を密にし、円滑な実施ができるよう考慮することが必要です。また、
給食時間においては、事故等がないよう留意するとともに、他の児童生徒が不審に思っ
たり仲間はずれなどの原因にならないように、対象の児童生徒の気持ちを配慮しながら
適切に指導することが必要となります。 
 
 
※ 学校における食物アレルギーを有する児童生徒の対応については、平成２０年３
月 日本学校保健会からの「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライ
ン」も参照とすること。 
 
 
 
 
 

検討委員会での協議 

面談２回目 

校内での共通理解 

調理場での共通理解 

保護者との連携 




